
プラン全体では改善した項目が多いが、以下のような課題が挙げられる

○働く世代を中心に生活習慣病予防の取組を一層推進するため、中小企業の取組を支援

するなど、事業主や医療保険者などの職域と連携した取組が必要

○生活習慣に関する項目の悪化が目立つ女性に対し、その特性を踏まえ、生活・労働

環境等を考慮しつつ、人生の各段階における健康づくりの支援が必要

○生活習慣改善につながる環境づくりの推進や多様な主体の取組促進など、健康づくり

を社会全体で支え、守る環境整備が必要

東京都健康推進プラン２１（第三次）の策定について

策定の考え方

参考資料1（R4第2回推進会議資料）

最終評価から見えた課題

【計画期間】

○令和6（2024）年度から令和17（2035）年度までの12年間

【目標の設定】

○総合目標の設定 「健康寿命の延伸」 「健康格差の縮小」

○分野別目標の設定

都民の健康への関わりが特に大きく対策が必要な項目を設定予定

計画期間中の主なスケジュール案

○12年間の計画期間中、国での中間評価や最終評価のスケジュールを踏まえ、都では以下のスケジュールで中間評価、最終評価を進める

【ベースライン値の考え方】

○国における目標項目のベースライン値の考え方に倣い、ベースライン値は計画期間初年度(令和6年度)までの最新値とする。

ただし、65歳健康寿命、国民健康・栄養調査の数値の把握時期を考慮し、令和8年度までに把握した、計画期間初年度(令和6年度)までの値をベースライン値

とする。 ※中間評価は令和11年度までに、最終評価は令和15年度までに把握した直近の値を現状値として評価する

赤枠のうち、点線はベースライン値、二重線は中間評価時の現状値、実線は最終評価時の現状値を示す
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＜主なデータソース＞　※プラン２１（第二次）の指標をもとに例示
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